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新型コロナウイルスへの対応について（第 3報） 

 

本学における新型コロナウイルス（2019-nCoV）への対応については、2 月 21 日付けで第 2報を

関係各位に通知したところでありますが、感染拡大の防止に向けて第 3報として以下のとおりお知

らせします。 

記 

 

１．体調管理・健康観察について 

   引き続き、感染予防策、体調管理及び健康観察を行ってください。 

なお、発熱などの風邪の症状があるときは、登校・勤務を控え、自宅療養してください。 

また、次の症状がある場合には、保健所に開設されている「帰国者・接触者相談センター」

に連絡し、その指示に従ってください。 

・ 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならな

いときを含みます） 

・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 

 

２．海外渡航について 

（１）外務省が感染症危険レベルを設定した国・地域への渡航 

○中国全土、並びに、韓国、イラン及びイタリアへの渡航は中止してください。 

○一旦入国しても、商業便の停止などにより出国できなくなる可能性があることに留意して 

ください。 

 

（２）その他の国・地域への渡航 

○外務省の渡航危険情報に従ってください。 

○渡航先のルールに従ってください。 

○帰国までに渡航先が感染症危険情報をレベル２以上となった場合は、帰国後 2週間経過す 

るまで自宅待機し、健康観察してください。 

    

以上を踏まえ、必要性を再検討し、渡航の中止や延期を検討してください。 

 

現在、多くの国においては、入国時の健康チェック（体温確認等）が行われています。そ

の際、発熱、新型コロナウイルス感染が疑われた場合には、一定期間停留を求められる場合

があることに留意してください。 

 

３．感染あるいはその疑いと診断された場合 

万が一、感染あるいはその疑いと診断された場合は、登校や出勤はせず、表１の担当窓口に知ら

せたうえで、主治医の指示に従ってください。 

 

 

 



４．大学の行事等について 

（１）学内会議・各種委員会は、主催者（委員長等）が必要と認めた場合のみ開催し、開催する場 

合はテレビ会議の活用も視野に入れつつ、極力時間短縮に努めてください。 

（２）学内研修会は、急な場合を除いては、中止または延期してください。 

（３）会合・懇親会については、「換気が悪い場所」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特 

定多数の人が接触する恐れが高い場所」または、「ビュッフェスタイルの会食」に該当する場 

合は自粛してください。 

 

５．情報収集 

  以下のホームページなどを参考に、最新の正しい情報に注意を払ってください。 

・国立感染症研究所 https://www.niid.go.jp/niid/ja/ 

・文部科学省（新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について） 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

・厚生労働省（新型コロナウイルスに関する Q＆A） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00

001.html 

・外務省（海外安全ホームページ）https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html 

・栃木県（新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口） 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-

eisei/kansen/hp/shingatakoronavirussoudannmadoguti.html 

 

６．大学の動きや今後の指示は、大学ホームページを通じても最新の情報を届けますので、必ず定

期的に確認するようお願いします。 

 

 

表１．担当窓口 

区分 担当窓口 連絡先 

＜壬生＞   

教職員・常駐業者職員 人事課 0282-87-2102（直通） 

医学部学生（大学院生を含む） 学生課 0282-87-2109（直通） 

看護学部学生（大学院生、助産学専攻科

生を含む） 
看護学部事務室 0282-87-2489（直通） 

附属看護専門学校学生 附属看護専門学校事務室 0282-87-2250（直通） 

海外留学生・海外研修（渡航、受入れ） 国際交流支援室 0282-87-2056（直通） 

＜埼玉医療センター＞   

教職員・常駐業者職員 職員課 048-965-9138（直通） 

＜日光医療センター＞   

教職員・常駐業者職員 管理課 0288-77-1170（直通） 

＜附属看護専門学校三郷校＞   

教職員・学生 三郷校事務室 048-948-7580（直通） 

 

 

                          

以上 
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